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お
尋
ね
し
ま
す
。

市
長
―
①
農
家
に
は
大
幅
な
減
収

と
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
存
じ
て
い
ま
す
。
収
入
減

少
影
響
緩
和
対
策
や
円
滑
化
対
策

が
発
動
す
る
か
は
不
明
で
す
が
、

可
能
な
限
り
早
期
に
補
填
金
を
支

払
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
小
郡
市

地
域
水
田
農
業
推
進
協
議
会
で
対

応
を
行
っ
て
い
ま
す
。

環
境
経
済
部
長
―
②
専
業
で
本
格

的
な
農
家
に
つ
き
ま
し
て
は
、
農

地
の
集
約
化
や
法
人
化
を
進
め
て

き
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、

こ
の
こ
と
の
継
続
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
も
う
一
つ
は
国
の
補
助
事

業
等
、
例
え
ば
水
田
担
い
手
機
械

導
入
事
業
な
ど
の
活
用
も
考
え
ら

れ
ま
す
。
市
と
し
て
の
支
援
の
必

要
性
は
重
々
認
識
し
て
お
り
、
市

独
自
の
支
援
制
度
と
い
う
も
の
は

今
は
具
体
的
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
今
後
、
農
業
基
本
計
画
を
推

進
し
て
い
く
中
で
事
業
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
き
ま
す
。

　

総
務
文
教
常
任
委
員
会
は
、
３

月
11
日
及
び
20
日
に
開
催
さ
れ
、

付
託
を
受
け
た
執
行
部
提
出
議
案

９
件
（
分
割
付
託
１
件
を
含
む
）

の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
主
な
質

疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

平
成
26
年
度
小
郡
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
９
号
）
の
承
認
に
つ

い
て
（
議
案
第
20
号
）　

　

本
市
の
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
及
び
地

方
版
総
合
戦
略
策
定
費
用
と
し
て
、

臨
時
職
員
賃
金
１
３
８
万
５
千
円
、

有
識
者
会
議
委
員
謝
金
42
万
円
、

委
託
料
５
１
０
万
円
の
他
、
旅
費
、

消
耗
品
費
、
パ
ソ
コ
ン
リ
ー
ス
料

及
び
地
域
活
性
化
イ
ベ
ン
ト
事
業

補
助
金
と
し
て
２
１
０
万
円
を
お

願
い
す
る
も
の
で
す
。

問
：
有
識
者
会
議
の
構
成
、
ま
た

若
い
世
代
の
方
や
女
性
の
参
加
に

つ
い
て
。

答
：
産
業
界
、
行
政
機
関
、
教
育

機
関
、
労
働
組
合
、
マ
ス
コ
ミ
等

を
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ア
イ

デ
ア
を
持
っ
た
若
い
方
や
女
性
の

参
画
を
考
え
て
い
ま
す
。

　

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
は
、
３

月
12
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
15
件
（
分

割
付
託
１
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。

小
郡
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て
（
議
案
第
８
号
）

　

保
険
給
付
費
等
の
増
加
に
よ
る

赤
字
改
善
の
た
め
に
税
率
を
上
げ

る
も
の
で
す
。
ま
た
、
１
期
あ
た

り
の
支
払
金
額
を
減
ら
し
、
納
付

し
易
く
す
る
た
め
に
、
納
期
を
８

期
か
ら
９
期
に
増
や
す
も
の
で
す
。

問
：
値
上
げ
の
理
由
と
市
民
へ
の

周
知
に
つ
い
て
。

答
：
医
療
費
の
伸
び
に
よ
り
、
収

入
が
支
払
い
に
追
い
付
い
て
い
な

い
た
め
の
値
上
げ
で
す
。
ま
た
市

民
に
対
し
て
は
、
昨
年
12
月
よ
り

シ
リ
ー
ズ
化
し
て
広
報
に
掲
載
し

て
お
り
、
今
後
も
お
知
ら
せ
し
て

い
き
ま
す
。

　

都
市
経
済
常
任
委
員
会
は
、
３

月
16
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
７
件
（
分

割
付
託
１
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。

平
成
26
年
度
小
郡
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
９
号
）
の
承
認
に
つ

い
て
（
議
案
第
20
号
）

　

観
光
協
会
の
法
人
化
に
伴
い
、

小
郡
市
体
育
館
事
務
室
の
一
部
を

一
時
的
に
観
光
協
会
の
事
務
室
と

し
て
使
用
す
る
た
め
の
改
修
費
用

と
し
て
１
２
３
万
４
千
円
を
お
願

い
す
る
も
の
で
す
。

問
：
観
光
協
会
の
体
育
館
へ
の
移

転
期
間
に
つ
い
て
。

答
：
１
年
を
目
途
に
考
え
て
い
ま

す
。

★
福
岡
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当

組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
（
議

案
第
１
号
）

　

平
成
27
年
４
月
１
日
よ
り
当
組

合
の
加
入
団
体
の
名
称
変
更
に
伴

い
、
規
約
を
変
更
す
る
も
の
で
す
。

★
久
留
米
市
外
三
市
町
高
等
学
校

組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
（
議

案
第
２
号
）

　

教
育
委
員
長
と
教
育
長
を
一
本

化
し
た
新
「
教
育
長
」
が
設
置
さ

れ
る
こ
と
に
伴
い
変
更
す
る
も
の

で
す
。

★
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も

の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て（
議
案
第
３
号
）

　

教
育
委
員
長
及
び
委
員
長
代
行

者
が
廃
止
さ
れ
る
た
め
、
非
常
勤

特
別
職
に
規
定
し
て
い
る
「
教
育

委
員
会
委
員
長
並
び
に
委
員
長
代

行
者
」
の
項
目
を
削
除
す
る
も
の

で
す
。

★
小
郡
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
（
議
案
第
４
号
）

　

自
宅
に
係
る
住
居
手
当
を
平
成

26
年
度
末
で
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

★
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運

営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条

例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て
（
議
案
第
５
号
）

　

教
育
委
員
会
の
委
員
長
と
教
育

長
を
一
本
化
し
て
設
置
さ
れ
る
新

教
育
長
の
身
分
が
、
一
般
職
か
ら

常
勤
の
特
別
職
と
な
る
た
め
に
関

係
条
例
の
整
理
を
行
う
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
（
議
案
第
６
号
）

　

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
利
用
区

分
の
見
直
し
を
す
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
立
学
校
施
設
使
用
料
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
（
議
案
第
７
号
）

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
報
告

都
市
経
済
常
任
委
員
会
報
告

常
任
委
員
会

　
　
審
査
報
告

総
務
文
教
常
任
委
員
会
報
告

議
案
の
主
な
内
容
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現
在
、
の
ぞ
み
が
丘
小
学
校
の

南
校
舎
特
別
教
室
の
２
教
室
を
の

ぞ
み
が
お
か
生
楽
館
の
会
議
室
と

し
て
も
利
用
で
き
ま
す
が
、
今
回

新
た
に
３
教
室
目
と
し
て
、
会
議

室
３
を
加
え
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
乳
幼
児
・
子
ど
も
医
療

費
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
（
議
案
第
９
号
）

　

「
小
学
１
年
生
か
ら
６
年
生
」

の
入
院
医
療
費
助
成
の
対
象
者
を
、

「
中
学
３
年
生
ま
で
」
拡
充
す
る

も
の
で
す
。

★
小
郡
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
（
議
案
第
10
号
）

　

保
険
料
の
改
定
、
所
得
段
階
・

範
囲
の
見
直
し
及
び
事
業
等
の
実

施
時
期
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で

す
。

★
小
郡
市
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て
（
議
案
第
11
号
）

　

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
所
の
登
録
定
員
、
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
の
ユ
ニ
ッ
ト
数
、
名
称
を
複

合
型
サ
ー
ビ
ス
か
ら
看
護
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
へ
、
そ
の
登

録
定
員
を
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
す
る

も
の
で
す
。

★
小
郡
市
指
定
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て（
議
案
第
12
号
）

　

要
支
援
の
方
に
サ
ー
ビ
ス
を
行

う
事
業
所
に
係
る
も
の
で
、
名
称

が
複
合
型
か
ら
看
護
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
に
変
わ
る
も
の
で

す
。

★
小
郡
市
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ

ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て（
議
案
第
13
号
）

　

「
満
天
の
湯
」
使
用
料
区
分
の

中
で
減
免
し
て
い
る
高
齢
者
・
障

害
者
・
ひ
と
り
親
家
庭
等
に
、
要

介
護
者
を
追
加
す
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
保
育
所
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て
（
議
案
第
14
号
）

　

「
児
童
福
祉
法
」
の
改
正
に
伴

い
「
保
育
所
に
お
け
る
保
育
を
行

う
基
準
」
を
改
め
る
も
の
で
す
。

★
教
育
長
の
勤
務
時
間
そ
の
他
の

勤
務
条
件
及
び
職
務
に
専
念
す
る

義
務
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
（
議
案
第
15
号
）

　

新
教
育
長
は
一
般
職
か
ら
常
勤

の
特
別
職
に
な
り
ま
す
が
、
職
務

専
念
義
務
の
免
除
に
つ
い
て
、
新

た
に
条
例
で
定
め
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
指
定
介
護
予
防
支
援
等

の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に

指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介

護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援

の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
（
議
案
第

16
号
）

　

こ
れ
ま
で
国
が
定
め
て
い
た
指

定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人

員
及
び
運
営
基
準
等
に
つ
い
て
国

か
ら
の
権
限
移
譲
に
伴
い
、
市
の

条
例
で
定
め
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
の
運
営
及
び
人
員
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
（
議
案
第
17
号
）

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職

員
等
に
係
る
基
準
等
に
つ
い
て
、

条
例
で
定
め
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設

及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
利

用
者
負
担
等
に
関
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
（
議
案
第
18
号
）

　

「
児
童
福
祉
法
」
の
改
正
に
伴

い
、
利
用
者
負
担
の
徴
収
根
拠
の

規
定
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
保
育
所
に
お
け
る
保
育

に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て（
議
案
第
19
号
）

　

「
児
童
福
祉
法
」
の
改
正
に
伴

い
、
当
条
例
を
廃
止
す
る
も
の
で

す
。

★
平
成
26
年
度
小
郡
市
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
）
の
承
認
に
つ
い
て

（
議
案
第
21
号
）

　

国
庫
支
出
金
等
返
還
金
４
１
１

１
万
４
千
円
に
つ
い
て
は
、
交
付

額
確
定
に
伴
う
も
の
で
す
。

★
平
成
26
年
度
小
郡
市
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）
の
承
認
に
つ
い
て
（
議
案

第
22
号
）

　

シ
ス
テ
ム
改
修
委
託
料
28
万
６

千
円
の
減
額
は
、
国
庫
補
助
金
の

交
付
決
定
に
よ
り
減
額
す
る
も
の

で
す
。

★
平
成
26
年
度
小
郡
市
介
護
保
険

事
業
特
別
会
計
（
保
険
事
業
勘

定
）
補
正
予
算
（
第
４
号
）
の
承

認
に
つ
い
て
（
議
案
第
23
号
）

　

シ
ス
テ
ム
改
修
委
託
料
３
１
７

万
円
は
、
平
成
27
年
４
月
の
介
護

保
険
制
度
改
正
に
伴
う
改
修
委
託

料
で
す
。

★
平
成
26
年
度
小
郡
市
工
業
団
地

整
備
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
の
承
認
に
つ
い
て

（
議
案
第
24
号
）

　

公
有
財
産
購
入
費
４
千
万
円
の

減
額
は
開
発
区
域
面
積
の
縮
小
に

よ
る
も
の
で
す
。

★
平
成
26
年
度
小
郡
市
下
水
道
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
３
号
）

の
承
認
に
つ
い
て（
議
案
第
25
号
）

　

債
務
負
担
行
為
補
正
は
、
公
営

企
業
法
適
化
移
行
委
託
業
務
で
平

成
26
年
度
か
ら
３
か
年
の
業
務
で

本
年
度
契
約
を
行
い
、
事
業
費
が

確
定
し
た
の
で
限
度
額
を
補
正
す

る
も
の
で
す
。

★
平
成
26
年
度
小
郡
市
住
宅
新
築

資
金
等
貸
付
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
１
号
）
の
承
認
に
つ
い

て
（
議
案
第
26
号
）

　

借
入
者
１
名
の
平
成
25
年
償
還

予
定
分
が
一
部
滞
納
に
な
り
、
平

成
26
年
の
納
付
に
な
っ
た
こ
と
に

よ
る
経
費
増
に
よ
る
も
の
で
す
。

★
干
潟
地
区
第
２
工
業
団
地
用
地

の
取
得
に
つ
い
て（
議
案
第
35
号
）

　

対
象
土
地
は
５
０
４
９
・
73
㎡
、

契
約
金
額
と
し
て
２
５
２
４
万
８

６
５
０
円
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

★
市
道
の
認
定
、
廃
止
及
び
路
線

変
更
に
つ
い
て
（
議
案
第
36
号
）

　

道
路
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
議

会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

新
認
定
７
路
線
、
廃
止
２
路
線
、

変
更
９
路
線
で
す
。

★
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
（
議
案

第
37
号
）

　

市
長
の
許
可
な
く
市
営
住
宅
を

占
有
し
て
い
る
者
に
対
し
て
、
市

営
住
宅
明
渡
し
請
求
並
び
に
損
害

金
支
払
い
請
求
の
訴
え
を
提
起
す

る
も
の
で
す
。
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３月定例会議案審議結果
議案番号 事　　　　件　　　　名 審議結果

第１号 福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について 可　決
第２号 久留米市外三市町高等学校組合規約の変更について 可　決

第３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定
について 可　決

第４号 小郡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第５号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整
理に関する条例の制定について 可　決

第６号 小郡市生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定について 可　決
第７号 小郡市立学校施設使用料条例の一部を改正する条例の制定について 可　決
第８号 小郡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 可　決
第９号 小郡市乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第１０号 小郡市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第１１号 小郡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改
正する条例の制定について 可　決

第１２号 小郡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
の一部を改正する条例の制定について 可　決

第１３号 小郡市総合保健福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について 可　決
第１４号 小郡市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について 可　決
第１５号 教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について 可　決

第１６号 小郡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防
のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について 可　決

第１７号 小郡市地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準を定める条例の制定について 可　決
第１８号 小郡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の制定について 可　決
第１９号 小郡市保育所における保育に関する条例を廃止する条例の制定について 可　決
第２０号 平成26年度小郡市一般会計補正予算（第９号）の承認について 可　決
第２１号 平成26年度小郡市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）の承認について　 可　決
第２２号 平成26年度小郡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の承認について  可　決
第２３号 平成26年度小郡市介護保険事業特別会計（保険事業勘定）補正予算（第４号）の承認について 可　決
第２４号 平成26年度小郡市工業団地整備事業特別会計補正予算（第１号）の承認について 可　決
第２５号 平成26年度小郡市下水道事業特別会計補正予算（第３号）の承認について 可　決
第２６号 平成26年度小郡市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）の承認について 可　決
第２７号 平成27年度小郡市一般会計予算の承認について 可　決
第２８号 平成27年度小郡市国民健康保険事業特別会計予算の承認について 可　決
第２９号 平成27年度小郡市後期高齢者医療特別会計予算の承認について 可　決
第３０号 平成27年度小郡市介護保険事業特別会計予算（保険事業勘定）の承認について 可　決
第３１号 平成27年度小郡市介護保険事業特別会計予算（介護サービス事業勘定）の承認について 可　決
第３２号 平成27年度小郡市下水道事業特別会計予算の承認について 可　決
第３３号 平成27年度小郡市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算の承認について 可　決
第３４号 平成27年度小郡市工業団地整備事業特別会計予算の承認について 可　決
第３５号 干潟地区第２工業団地用地の取得について 可　決
第３６号 市道の認定、廃止及び路線変更について 可　決
第３７号 訴えの提起について 可　決

同意案第１号 副市長の選任について（髙木良郎） 同　意
同意案第２号 小郡市固定資産評価審査委員会委員の選任について（松本俊朗） 同　意
同意案第３号 小郡市固定資産評価審査委員会委員の選任について（橋本竹利） 同　意
同意案第４号 小郡市固定資産評価審査委員会委員の選任について（三宅憲次郎） 同　意
諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について（有川政次） 同　意
諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について（杉哲哉） 同　意

議員提出第１号 特定秘密保護法の慎重な執行を求める意見書の提出について 可　決
委員会提出第１号 小郡市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 可　決
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